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           重 要 事 項 説 明 書 

              （通所リハビリテーションサービス） 

令和６年６月１日現在 

 １．当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

 電   話 

ご利用時間 

担 当 部 署 

086-522-4141（代表） 086-522-5888（直通） 
月～土 午前８時３０分～午後５時３０分 

通所リハビリテーション室 

 

         ＊ご不明な点はなんでもおたずねください。 

 

 ２．事業所の概要 
  事業所の名称  玉島病院 通所リハビリテーション  

 事業所の所在地  岡山県倉敷市玉島乙島４０３０番地 

 管理者名  瀬崎 宏之 

 電話番号  086-522-4141（代表）086-522-5888（直通）※緊急連絡先も同様 

 ＦＡＸ番号  ０８６－５２２－３４７３ 

 サービスを提供 

 する対象地域 
 倉敷市（玉島・船穂地区）、浅口市（金光地区）にお住まいの方 

              ＊上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。 

 

 ３．当法人であわせて実施するサービス事業 
 

サービス事業の種類 
岡山県知事の事業者指定  利 用 

 定 員 

 

指定年月日 指 定 番 号 

入
院 

介護療養型医療施設  平成12年４月１日  岡山県指令長寿第1-826号  106人 

居
宅 

短期入所療養介護  平成12年４月１日  岡山県指令長寿第1-827号   20人 

訪問看護ステーション  平成15年７月１日  岡山県指令長寿第  397号  

認知症対応型共同生活介護  平成13年７月１日  岡山県指令長寿第6-869号   26人 

小規模多機能型居宅介護 平成19年４月１日 倉敷市指令介第349号  25人 

特定施設入居者生活介護 平成24年２月１日 岡山県指令長第5379号 54人 

  居宅介護支援事業所  平成11年10月１日  岡山県指令長寿第1-224号  

 

 ４．設備の概要 

 

建 物 
 構 造  鉄筋コンクリート造  

  床面積  １７０．６１㎡（トイレ、浴室は除く） 

浴 室   介護浴槽・特殊浴槽 

利用定員  平日４０名 土曜日２０名を上限とする 
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 ５．職員体制 

 

従業者の職種 資   格 
常  勤 非 常 勤  

 専 従  兼 務  専 従  兼 務 

管理者  医師  １名   

医師   １名   

機能訓練指導員  作業､理学療法士又は言語聴覚士    １００：１人以上（常勤換算） 

看護・介護職員 
 看護師､准看護師､介護福祉士又は 

 ﾍﾙパｰ 
  １０：１人以上（常勤換算） 

  

                        

 ６．営業時間 

 営業日  月～土   午前９時 ～ 午後５時  

提供時間  月～土   午前９時 ～ 午後４時３０分 

休業日 
 日・祝日、盆（８／１３～１５） 

 創立記念日(１２／１８)  年末年始（１２／３０～１／３） 

  

 ７．サービス内容 

    ①送迎        ご希望により送迎いたします 

    ②食事        管理栄養士の献立による食事を提供します。 

               ※食材料費及び調理費として一食６９０円をご負担いただきます。 

    ③入浴        特殊浴槽、一般浴槽のご利用が可能です。 

    ④リハビリテーション 手作業・ゲーム・体操・個別リハビリテーションなど行ないます。 

    ⑤相談        利用者及びご家族のご相談に応じます。 
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 ８．利用料金 

   ①利用料  下表に示したサービス内容に応じた利用料金となります。また、保険外給付サービス 

を利用された場合は、保険外給付サービス料金がかかります。 

 

   ②保険給付サービスの利用料 

○ 通所リハビリテーションの場合 

自己負担１割での利用料（利用料は介護保険被保険者証の保険給付率に準じます） 

 介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５ 

１時間以上２時間未満 ３６９円 ３９８円 ４２９円 ４５８円 ４９１円 

２時間以上３時間未満 ３８３円 ４３９円 ４９８円 ５５５円 ６１２円 

３時間以上４時間未満 ４８６円 ５６５円 ６４３円 ７４３円 ８４２円 

４時間以上５時間未満 ５５３円 ６４２円 ７３０円 ８４４円 ９５７円 

５時間以上６時間未満 ６２２円 ７３８円 ８５２円 ９８７円 １,１２０円 

６時間以上７時間未満 ７１５円 ８５０円 ９８１円 １,１３７円 １,２９０円 

７時間以上８時間未満 ７６２円 ９０３円 １,０４６円 １,２１５円 １,３７９円 

※上記利用料は１回につき  

※感染症又は災害の発生により利用者数の減少が一定数以上生じた場合、1回につき３％を 

加算する。 

リハビリテーション提供体制加算 

３時間以上４時間未満  １２円/日 

４時間以上５時間未満  １６円/日 

５時間以上６時間未満  ２０円/日 

６時間以上７時間未満  ２４円/日 

７時間以上       ２８円/日 

入浴介助加算（Ⅰ）    

入浴介助加算（Ⅱ） 

４０円/日 

６０円/日 

リハビリテーションマネジメント加算（イ） 
開始から６月以内 ５６０円/月 

開始から６月超   ２４０円/月 

リハビリテーションマネジメント加算（ロ） 
開始から６月以内 ５９３円/月 

開始から６月超  ２７３円/月 

リハビリテーションマネジメント加算（ハ） 
開始から６月以内 ７９３円/月 

開始から６月超  ４７３円/月 

  ※上記について医師がリハビリテーション計画について説明した場合   ２７０円/月 

短期集中個別リハビリテーション実施加算  １１０円/日 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） 

 ２４０円/日 

１,９２０円/月 
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生活行為向上リハビリテーション実施加算 １,２５０円/月 

若年性認知症利用者受入加算 ６０円/日 

栄養アセスメント加算 ５０円/月 

栄養改善加算 ２００円/月 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 

２０円/回 

５円/回 

口腔機能向上加算（Ⅰ） 

口腔機能向上加算（Ⅱ）イ 

口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ 

１５０円/回 

１５５円/回 

１６０円/回 

重度療養管理加算 １００円/日 

中重度者ケア体制加算 ２０円/月 

科学的介護推進体制加算  ４０円/月 

退院時共同指導加算 ６００円/回 

移行支援加算  １２円/日 

送迎を行わない場合  ４７円/片道を減算 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

 ２２円/回 

 １８円/回 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 
1ヶ月の介護報酬総単位数×６.６％ 

×１０円の１割 

 

 

自己負担２割での利用料（利用料は介護保険被保険者証の保険給付率に準じます） 

 介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５ 

１時間以上２時間未満 ７３８円 ７９６円 ８５８円 ９１６円 ９８２円 

２時間以上３時間未満 ７６６円 ８７８円 ９９６円 １,１１０円 １,２２４円 

３時間以上４時間未満 ９７２円 １,１３０円 １,２８６円 １,４８６円 １,６８４円 

４時間以上５時間未満 １,１０６円 １,２８４円 １,４６０円 １,６８８円 １,９１４円 

５時間以上６時間未満 １,２４４円 １,４７６円 １,７０４円 １,９７４円 ２,２４０円 

６時間以上７時間未満 １,４３０円 １,７００円 １,９６２円 ２,２７４円 ２,５８０円 

７時間以上８時間未満 １,５２４円 １,８０６円 ２,０９２円 ２,４３０円 ２,７５８円 

※上記利用料は１回につき  

※感染症又は災害の発生により利用者数の減少が一定数以上生じた場合、1回につき３％を 

加算する。 

リハビリテーション提供体制加算 

３時間以上４時間未満  ２４円/日 

４時間以上５時間未満  ３２円/日 

５時間以上６時間未満  ４０円/日 
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６時間以上７時間未満  ４８円/日 

７時間以上       ５６円/日 

入浴介助加算（Ⅰ）    

入浴介助加算（Ⅱ） 

８０円/日 

１２０円/日 

リハビリテーションマネジメント加算（イ） 
開始から６月以内 １,１２０円/月 

開始から６月超     ４８０円/月 

リハビリテーションマネジメント加算（ロ） 
開始から６月以内 １,１８６円/月 

開始から６月超    ５４６円/月 

リハビリテーションマネジメント加算（ハ） 
開始から６月以内 １,５８６円/月 

開始から６月超    ９４６円/月 

  ※上記について医師がリハビリテーション計画について説明した場合   ５４０円/月 

短期集中個別リハビリテーション実施加算  ２２０円/日 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） 

 ４８０円/日 

３,８４０円/月 

生活行為向上リハビリテーション実施加算 ２,５００円/月 

若年性認知症利用者受入加算 １２０円/日 

栄養アセスメント加算 １００円/月 

栄養改善加算 ４００円/月 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 

４０円/回 

１０円/回 

口腔機能向上加算（Ⅰ） 

口腔機能向上加算（Ⅱ）イ 

口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ 

３００円/回 

３１０円/回 

３２０円/回 

重度療養管理加算 ２００円/日 

中重度者ケア体制加算 ４０円/月 

科学的介護推進体制加算  ８０円/月 

退院時共同指導加算 １,２００円/回 

移行支援加算  ２４円/日 

送迎を行わない場合  ９４円/片道を減算 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

 ４４円/回 

 ３６円/回 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 
1ヶ月の介護報酬総単位数×６.６％ 

×１０円の２割 
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自己負担３割での利用料（利用料は介護保険被保険者証の保険給付率に準じます） 

 介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５ 

１時間以上２時間未満 １,１０７円 １,１９４円 １,２８７円 １,３７４円 １,４７３円 

２時間以上３時間未満 １,１４９円 １,３１７円 １,４９４円 １,６６５円 １,８３６円 

３時間以上４時間未満 １,４５８円 １,６９５円 １,９２９円 ２,２２９円 ２,５２６円 

４時間以上５時間未満 １,６５９円 １,９２６円 ２,１９０円 ２,５３２円 ２,８７１円 

５時間以上６時間未満 １,８６６円 ２,２１４円 ２,５５６円 ２,９６１円 ３,３６０円 

６時間以上７時間未満 ２,１４５円 ２,５５０円 ２,９４３円 ３,４１１円 ３,８７０円 

７時間以上８時間未満 ２,２８６円 ２,７０９円 ３,１３８円 ３,６４５円 ４,１３７円 

※上記利用料は１回につき  

※感染症又は災害の発生により利用者数の減少が一定数以上生じた場合、1回につき３％を 

加算する。 

リハビリテーション提供体制加算 

３時間以上４時間未満  ３６円/日 

４時間以上５時間未満  ４８円/日 

５時間以上６時間未満  ６０円/日 

６時間以上７時間未満  ７２円/日 

７時間以上       ８４円/日 

入浴介助加算（Ⅰ）    

入浴介助加算（Ⅱ） 

１２０円/日 

１８０円/日 

リハビリテーションマネジメント加算（イ） 
開始から６月以内 １,６８０円/月 

開始から６月超     ７２０円/月 

リハビリテーションマネジメント加算（ロ） 
開始から６月以内 １,７７９円/月 

開始から６月超    ８１９円/月 

リハビリテーションマネジメント加算（ハ） 
開始から６月以内 ２,３７９円/月 

開始から６月超  １,４１９円/月 

  ※上記について医師がリハビリテーション計画について説明した場合   ８１０円/月 

短期集中個別リハビリテーション実施加算  ３３０円/日 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） 

 ７２０円/日 

５,７６０円/月 

生活行為向上リハビリテーション実施加算 ３,７５０円/月 

若年性認知症利用者受入加算 １８０円/日 

栄養アセスメント加算 １５０円/月 

栄養改善加算 ６００円/月 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 

６０円/回 

１５円/回 
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口腔機能向上加算（Ⅰ） 

口腔機能向上加算（Ⅱ）イ 

口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ 

４５０円/回 

４６５円/回 

４８０円/回 

重度療養管理加算 ３００円/日 

中重度者ケア体制加算 ６０円/月 

科学的介護推進体制加算 １２０円/月 

退院時共同指導加算 １,８００円/回 

移行支援加算  ３６円/日 

送迎を行わない場合 １４１円/片道を減算 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

 ６６円/回 

 ５４円/回 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 
1ヶ月の介護報酬総単位数×６.６％ 

×１０円の３割 

 

 

○ 介護予防通所リハビリテーションの場合 

自己負担１割での利用料（利用料は介護保険被保険者証の保険給付率に準じます） 

 要支援１ 要支援２ 

サービス利用に係る自己負担額/月 ２,２６８円 ４,２２８円 

※利用開始から12月を経過した場合、 

要支援１は１２０円/月、要支援２は２４０円/月 を減算する。 

生活行為向上リハビリテーション実施加算   ５６２円/月 

若年性認知症利用者受入加算   ２４０円/月 

退院時共同指導加算 ６００円/回 

栄養アセスメント加算  ５０円/月 

栄養改善加算 ２００円/月 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 

２０円/回 

 ５円/回 

口腔機能向上加算（Ⅰ） 

口腔機能向上加算（Ⅱ） 

１５０円/月 

１６０円/月 

一体的サービス提供加算 ４８０円/月 

科学的介護推進体制加算  ４０円/月 

サービス提供体制強化加算 要支援１ ８８円/月  要支援２ １７６円/月 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 1ヶ月の介護報酬総単位数×６.６％×１０円の１割 
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自己負担２割での利用料（利用料は介護保険被保険者証の保険給付率に準じます） 

 要支援１ 要支援２ 

サービス利用に係る自己負担額/月 ４,５３６円 ８,４５６円 

※利用開始から１２月を経過した場合、 

要支援１は２４０円/月、要支援２は４８０円/月 を減算する。 

生活行為向上リハビリテーション実施加算 １,１２４円/月 

若年性認知症利用者受入加算   ４８０円/月 

退院時共同指導加算 １,２００円/回 

栄養アセスメント加算 １００円/月 

栄養改善加算 ４００円/月 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 

４０円/回 

１０円/回 

口腔機能向上加算（Ⅰ） 

口腔機能向上加算（Ⅱ） 

３００円/月 

３２０円/月 

一体的サービス提供加算 ９６０円/月 

科学的介護推進体制加算  ８０円/月 

サービス提供体制強化加算 要支援１ １７６円/月  要支援２ ３５２円/月 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 1ヶ月の介護報酬総単位数×６.６％×１０円の２割 

 

自己負担３割での利用料（利用料は介護保険被保険者証の保険給付率に準じます） 

 要支援１ 要支援２ 

サービス利用に係る自己負担額/月 ６,８０４円 １２,６８４円 

※利用開始から12月を経過した場合、 

要支援１は３６０円/月、要支援２は７２０円/月 を減算する。 

生活行為向上リハビリテーション実施加算 １,６８６円/月 

若年性認知症利用者受入加算   ７２０円/月 

退院時共同指導加算 １,８００円/回 

栄養アセスメント加算 １５０円/月 

栄養改善加算 ６００円/月 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 

６０円/回 

１５円/回 

口腔機能向上加算（Ⅰ） 

口腔機能向上加算（Ⅱ） 

４５０円/月 

４８０円/月 

一体的サービス提供加算 １,４４０円/月 



- 9 - 

 

 

科学的介護推進体制加算 １２０円/月 

サービス提供体制強化加算 要支援１ ２６４円/月  要支援２ ５２８円/月 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 1ヶ月の介護報酬総単位数×６.６％×１０円の３割 

 

   ③保険外給付サービスの利用料 

項目 利用料 

食費 ６９０円 

おむつ代 

リハビリパンツ ２００円/１枚   テープ止めオムツ １５０円/1枚 

ハイパー2000   １３４円/１枚    ハイパー1400    １１２円/１枚 

なんでもパット  ７０円/１枚   

実施地域を越えて

要した交通費 

実施地域を越えて片道概ね５km未満     ３００円 

実施地域を越えて片道概ね５km～１０km未満 ５００円 

実施地域を越えて片道概ね１０km以上    ８００円 

 

９．秘密保持 

    サービスを提供する上で、サービス担当者会議やリハビリテーション会議にて利用者及び家族に

    関する情報を用いる場合がありますが、契約中及び契約終了後第三者にもらすことはありません。 

  

 １０．緊急時の対応方法 

    サービス提供中（送迎時含む）に容体の変化が生じた場合、その他必要な場合はご家族へ連絡 

するとともに、速やかに主治医への連絡を行なう等適切な措置をいたします。 

 

１１．事故発生時の体制 

        利用者に対する介護サービスの提供により事故が発生した場合には事故記録簿へ記録し速やかに 

市町村、利用者のご家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、事故発生時の状況を確認の上、管理者・従業者まじえて対策を検討し、再発のないよう努めます。

   

１２．非常災害時の対策 

 非常時の対応  別途定める「消防計画」にのっとり対応を行ないます。  

平常時の訓練等 
 別途定める「消防計画」にのっとり、年２回夜間及び昼間を想定した 

 避難訓練・消火訓練を行ないます。 

防災設備 

設備名称 個数等 設備名称  個数等 

 自動火災報知機  有  消火器  各所に有 

 防火扉  １ヶ所  避難誘導灯  各所に有 

 カーテン等は防煙性能のあるものを使用しています。 
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消防計画等 
 玉島消防署へ提出 

 防火管理者：野口隆司 

 

１３．苦情等申立先 
 

担当部署 

通所リハビリテーション室（☎086-522-5888  直通） 

※室長が承ります 

ご利用時間 月～土 午前８時３０分～午後５時３０分 

 

公的機関 

申  立  先 電話番号 

国民健康保険団体連合会 介護サービス苦情処理 086-223-8811 

倉敷市役所介護保険課 086-426-3343 

倉敷市 玉島支所 国保介護課 086-522-8185 

浅口市健康福祉部 高齢者支援課 0865-44-7113 

他各市町村介護保険課  

ご意見箱 病院正面玄関に設置 

 

１４．苦情発生時の体制 

   （1）円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理・体制 

①苦情については、サービス事業者、利用者及びその家族、担当の居宅介護支援事業所等に 

 対して広く公正に事実確認を行う。 

②苦情処理（発生）台帳へ記載する。 

③苦情処理方法を記載し、管理者決裁とする。 

④苦情処理について関係者との連携を行う。 

⑤苦情処理の改善について関係者との連携を行う。 

⑥苦情処理は一日以内に行われること原則とする。 

⑦苦情処理についての成果等を台帳に記載する。 

⑧利用者及びその家族と関係者へ成果の報告を行う。 

（2）その他参考事項 

①苦情処理の再発防止に努める。 

②苦情処理に関する記録は、必ず5年間保存する。 
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  私は、本書面に基づいて通所リハビリテーションの職員               から、 

重要事項の説明を受け同意しました。 

  また、サービス担当者会議、居宅支援事業所への情報提供、退院後の他院・施設への情報提供、 

急を要する医療機関受診、介護支援専門員と事業者との連絡調整時に円滑にサービスを提供する 

ため、利用者及び当該家族の個人情報を用いることについても同意します。 

 

 

 

  令和   年   月   日 

 

   利用者     住 所 

 

           氏 名                  ㊞ 

 

          （代筆者            続柄      ） 

 

   ご家族     住 所 

 

           氏 名                  ㊞ 

 

           続 柄 

 

 

 


